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は
じ
め
に

❶
令
文
と
『
延
喜
式
』
の
規
定

❷
「
弘
仁
格
」
と
「
貞
観
格
」

❸
掾
・
目
・
史
生
定
員
と
国
の
等
級
区
分

❹
「
大
国
」
の
分
類

❺
「
上
国
」
の
分
類

❻
「
中
国
」
の
分
類

❼
「
下
国
」
の
分
類

お
わ
り
に

　

律
令
制
下
の
国
に
つ
い
て
は
、
養
老
令
に
大
国
・
上
国
・
中
国
・
下
国
の
四
等
級
が
規
定
さ
れ
、『
延

喜
式
』
民
部
上
の
い
わ
ゆ
る
「
国
郡
表
」
に
合
計
六
十
六
国
二
嶋
に
つ
い
て
、
そ
の
具
体
的
等
級
が

書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
内
訳
は
、
大
国
が
十
三
国
、
上
国
が
三
十
五
国
、
中
国
が
十
一
国
、
下
国
が

七
国
二
嶋
と
な
っ
て
い
る
。

　

古
く
は
漠
然
と
、
奈
良
・
平
安
時
代
を
通
じ
て
「
国
郡
表
」
の
等
級
は
基
本
的
に
変
化
し
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
こ
と
を
前
提
に
、
実
態
と
し
て
の
国
司
定
員
の
名
称
と
定
員
の
変
遷

を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
国
の
等
級
を
復
元
し
よ
う
と
す
る
研
究
が
進
展
し
、
ま
た
天
平
期
の

正
税
帳
を
用
い
た
個
別
の
諸
国
研
究
も
深
化
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
国
（
甲
）（
乙
）
論
に
代

表
さ
れ
る
よ
う
に
、
令
や
格
式
に
示
さ
れ
る
法
制
的
な
位
置
づ
け
と
実
態
と
は
乖
離
す
る
場
合
が
あ

り
、
正
確
な
制
度
的
変
遷
は
追
い
に
く
い
。
す
で
に
格
式
の
変
遷
に
注
目
し
た
研
究
も
あ
る
が
、
史

生
定
員
と
国
の
等
級
の
関
係
を
捨
象
し
て
お
り
、
両
者
は
総
合
さ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
史
生
を
含
む
国
司
定
員
に
つ
い
て
格
式
に
よ
る
法
制
度
的
検
討
に
よ
り
、
大

宝
令
か
ら
『
延
喜
式
』
に
到
る
変
遷
を
考
察
し
、「
国
郡
表
」
に
見
え
る
国
の
等
級
に
対
応
し
た
国

司
四
等
官
お
よ
び
史
生
の
定
員
規
定
の
細
分
化
を
試
み
た
い
。

　

実
態
的
な
任
命
に
お
い
て
は
、
一
見
す
る
と
無
秩
序
の
よ
う
に
見
え
る
国
司
定
員
の
運
用
は
、
法

制
度
に
限
定
す
る
な
ら
ば
、
か
な
り
厳
密
に
運
用
さ
れ
、
法
令
間
に
緊
密
な
関
連
性
を
も
っ
て
い
た

こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
大
国
と
中
国
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
准
大
国
と
准
中
国
、
准
大
国
と
准
下
国
と
い

う
「
准
国
」
制
と
も
い
う
べ
き
例
外
が
確
認
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
「
上
国
の
准
中
国
」
と
「
中
国
の

准
上
国
」
で
は
、
史
生
定
員
に
限
れ
ば
逆
転
現
象
も
生
じ
て
い
た
。
本
来
は
国
の
負
担
能
力
な
ど
を

基
準
に
定
め
ら
れ
た
等
級
に
対
し
て
、
国
司
の
定
員
と
い
う
国
の
格
式
に
よ
る
要
素
が
加
味
さ
れ
て

複
雑
な
運
用
と
な
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
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令
制
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等
級




